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東 ⽇ 本 ⼤ 震 災 時 の 外 務 省 に よ る 在 留 外 国 ⼈ へ の ⽀ 援

Ⅰ 外務省による主な取組と関係機関等との連携
２ 各種支援

（１）安否確認作業の支援

１ 情報提供

（１）ウェブサイトによる情報提供

Ⅰ 外務省による主な取組と関係機関等との連携

（１）安否確認作業の支援

警察庁，地方自治体，在京外交団と連携し

安否確認リストの取りまとめ

3月11日～（日本語・英語）

15日～（中国語・韓国語）
安否確認リストの取りまとめ。

（２）外務省員の被災地への派遣
※在外公館ホームページでは，英語及び39言語

でも震災関連情報を発信。

中国語の専門家を含む外務省員6名を

岩手県・宮城県へ派遣

（２）在京外交団向け説明会

3月13日～（以後4月末まで毎日）

（３）在京外交団の自国民支援への協力

在京外交団と連絡し，特別機等での当該

・原発事故に係る情報を中心

・内閣府，総務省，厚労省等との連携

（３）NHKワ ルドラジオ日本の活用
国民の出国や在京外交団の被災地での活動

に関し，国土交通省や警察庁と調整。

（３）NHKワールドラジオ日本の活用

・タイ語，ベンガル語等17言語

（４）外資系企業向け説明会 に関し，国土交通省や警察庁と調整。

（４）日本への出入国に係る支援

法務省入国管理局と連携しながら 査証の

（４）外資系企業向け説明会

3月31日～（以降計4回）

・経産省及び日本貿易振興機構（JETRO） 法務省入国管理局と連携しながら，査証の

早期発給等の支援措置を実施（詳細は次頁）。

経産省及び日本貿易振興機構（JETRO）

と連携
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Ⅰ 外務省による主な取組と関係機関等との連携

２（４）日本への出入国に係る支援２（４）日本への出入国に係る支援

法務省入国管理局と連携し，以下の支援措置を実施。支援措置については，外務省ホーム

ページでも広報。ジでも広報。

ア 在日外国人家族の安否確認や支援のため訪日する場合の早期査証発給（3月11日～）

イ 単純出国した研修技能実習生に対する査証発給特別措置（4月14日～）

新たな在留資格認定証明書の取得を不要として，査証申請を受付。

ウ 再入国許可の有効期間延長申請の取扱いの柔軟化（3月15日～8月31日）

エ 査証の有効期間を超えて渡航する者に対する特別措置（3月26日～8月31日）

当該時点で有効であれば１回更新可能，有効期間切れであれば発給日から５か月以内で

あれば新規発給。

オ 在留資格認定証明書の有効期間が切れる場合の取扱いと査証申請

（3月31日～8月31日）

在留資格の継続性が確認される場合，８月３１日まで有効なものとして認め，

査証申請を受付。

カ 単純出国した留学生に対する査証発給特別措置（3月31日～8月31日）

新たな在留資格認定証明書の取得を不要として，査証申請を受付。
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Ⅱ 問題点と成果

＜問題点＞問題点

 震災発生直後から，省内及び関係省庁，在京外交団，地方自治体との連絡体制が確立される
までに一定の時間を要した。

 関係省庁，在京外交団，地方自治体がそれぞれ支援を実施。相互の支援状況に関し情報が十分
共有されず。（例：在京各国大使館の自国民支援について，地方自治体は十分に把握できず。）

＜一定の成果＞＜ 定 成果＞
大震災発生後の省内，関係機関（警察庁，在京外交団等）との試行錯誤の結果，平時の領事
通報（警察庁←→在京外交団）の枠組み以外に，大規模災害時に外務省が各機関の間で調整
役となる枠組み（例：在留外国人の安否確認プロセス）を形成。

 今後の大規模災害時における在留外国人支援のためのモデルケースとなり得る

Ⅲ 今後の課題

◎ 大規模震災等の発生に備え，平時から在京大使館及び外国人集住都市等の地方自治
体と 情報交換を含めたネ ト クを構築し おく とが重要

Ⅲ 今後の課題

体との情報交換を含めたネットワークを構築しておくことが重要。
なお，2011年11月の外国人集住都市会議での自治体の要望を踏まえ，以下に

ついても大規模震災時に行う予定。

 在京大使館の自国民支援等について公表された情報が地方自治体へ周知されるよう
配慮する。配慮する。

 各地方自治体からの問い合わせに対応する。
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在留外国⼈の安否確認作業

フォームを
送付

必要情報の
記⼊フォームを提供

情報記⼊済み
フォームを提出

情報記⼊済み
フォームを共有

安否情報安否情報
在京各国⼤使館警察庁

情報 情報提供を

安否情報安否情報
⽇本国外務省

情報
提供

情報提供を
依頼安否情報

不明者の家族等
外国人支援活動をしている地域の

関連団体
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外務省ホームページ・在外公館ホームページを通じた情報提供

外務省ホ ム ジ は震災関連 特設 ジを作成 常時最新 情報を１ 外務省ホームページでは震災関連の特設ページを作成し，常時最新の情報を
掲載（⽇本語，英語，中国語，韓国語の４⾔語）。

２ 在外公館ホームページでは，英語及び３９⾔語でも震災関連情報を発信。，
（※写真は在ベルギー⽇本国⼤使館及び在ロシア⽇本国⼤使館の例）
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ソーシャル・メディアによる情報⽀援（案）

支援
（物資提供、語学ボランティアなど）

数カ国語 よる数カ国語による
災害関連情報

被災外国人からの
支援要請

支援要請
被災者情報

被災地の外国人外国人を支援している国内外の

支援要請

被災者情報

支援要請
被災者情報

組織・団体、ボランティア等

自国民保護被災外国人からの 自国民保護被災外国人からの
支援要請
被災者情報

災害用ソーシャル・メディア 各国大使館
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災害発⽣時のソーシャル・メディアの活⽤（イメージ）

被災された外国籍の方は、各国の大使館へ連絡してください。（→各大使館のアドレスへリンク）
周囲に支援を必要としている外国人がいる場合にはこちらへコメントしてください。

○○県○○市の○○体育館に避難しています。中国人と思われる人々が約２０人いますが、言
葉が通じず困っている様子です。

被災地の日本人

△△人です。××町で被災しました。大使館に電話しましたが通じません。どうすれば良いです
か？

被災地の外国人

○○語の通訳ボランティアが可能です。必要な方はご連絡ください。

外国人支援団体
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災害時情報共有⽤facebook公式アカウント

外務省は ⼤規模災害の発⽣時に 外国⼈が必要とする情報の提供及び外務省は，⼤規模災害の発⽣時に，外国⼈が必要とする情報の提供及び
関連団体等との情報共有を⾏うことを⽬的として，ｆａｃｅｂｏｏｋ公式アカウ
ント

「外務省外国⼈課（災害時情報共有⽤）」を⽴ち上げました。
（※このアカウントは，⼤規模災害の発⽣時などに限って，情報共有のために使⽤されるものです。）

http://www.facebook.com/mofa.saigai
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災害への備え災害 の備え
災害時における様々な対策を実際に機能させるためには、普段からの

「備え」が重要との考えに基づき、クレアは地域国際化協会等に各種ツール
活 を促すととも 「広域災害連携 働きかけを行う と 災害時の活用を促すとともに、「広域災害連携」への働きかけを行うことで、災害時

に外国人住民にとって必要な情報の迅速な提供を目指す。

① クレア多文化共生部 facebook（災害時多言語情報提供）

② 災害多言語支援センター運営設置マニュアルの提供② 災害多言語支援 タ 運営設置 ア 提供
「広域災害連携」への働きかけ

③ 災害多言語情報提供支援ツールの提供③ 災害多言語情報提供支援ツ ルの提供
◆「多言語表示シート作成ツール」等

④ 多言語生活情報の提供④ 多言語生活情報の提供

⑤ 多文化共生ポータルサイト

外国人住民－地域国際化協会等－クレアの「絆」を強化しながら、
外国人住民を単に情報弱者と位置づけるのではなく、外国人の能
力や役割が地域社会の活力となるようクレアは尽力する力や役割が地域社会の活力となるようクレアは尽力する。
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① クレア多文化共生部 facebook
地域国際化協会 自治体 在住外国人を対象とし地域国際化協会、自治体、在住外国人を対象とし、
災害時 ： 関係省庁やクレアからの緊急措置情報、災害関連情報（一部多言語）

平 時 ： クレアや関係団体が行う多文化共生関連事業の紹介平 時 ： クレアや関係団体が行う多文化共生関連事業の紹介
等の情報を、多言語での情報も交えながら発信する

 の情報拡散性が強いという利点を活かし 平時における国際化協会facebookの情報拡散性が強いという利点を活かし、平時における国際化協会
等とのネットワーク形成、災害時における迅速な情報発信を行う
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② 災害多言語支援センター運営設置マニュアルの提供

災害時 多言語 る情報提供を行う タ災害時、多言語による情報提供を行うセンター

の設置・運営体制をシミュレーションするドリル

形式の アル形式のマニュアル（2007年の中越沖地震の経験をベースにマニュアル化）

関係者と協議しながら具体的な情報を書き込め

ば 初動体制 業務の流れ 具体的な運営体制ば、初動体制、業務の流れ、具体的な運営体制

など地域の実情に即したものとなる仕組み

（東日本大震災において仙台市協会様の（東日本大震災において仙台市協会様の

当日設置<3/11-4/30>に繋がる）
震災２日目－暗闇の中での活動
（（財）仙台国際交流協会提供）

2012年にマニュアル改訂予定

相談窓口と情報の翻訳・発信
（（財）仙台国際交流協会提供） 12



③ 災害多言語情報提供支援ツールの提供

（１）「多言語表示シート作成ツール」

多言語による掲示物の提供が可能。東日本大震災に

おいては 「避難所」「この水は飲めます」「食べるものおいては、「避難所」「この水は飲めます」「食べるもの
は〇時〇分に配ります」などの情報を外国人住民に周
知するため、避難所で活用された。

（２）「携帯電話多言語情報作成ツール」

災害時の外国人への情報提供を支援するため 携帯 （（財）仙台国際交流協会提供）災害時の外国人への情報提供を支援するため、携帯
電話の電子メールや携帯サイトを利用した多言語によ
る電子情報を提供する。

（（財）仙台国際交流協会提供）

（３）「多言語音声作成ツール」

ラジオや防災無線で多言語音声情報の提供が可能ラジオや防災無線で多言語音声情報の提供が可能。
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④④ 多言語生活情報の提供

１３言語で在留資格､労働と研修､医療､教育､交通等、外国人が言語で在留資格､労働と研修､医療､教育､交通等、外国人が
日本で生活するために必要な生活情報を１７分野で提供
（７月施行の改正住基法関係も提供）

その１分野として、緊急・災害時の注意事項や対処方法などの
情報を提供

（１３言語）
日本語、英語、中国語、
韓国・朝鮮語、
ポルトガル語、スペイン語、
フィリピン語、タイ語、
ベトナム語、インドネシア語、
ドイツ語、フランス語、ロシア語
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⑤ 多文化共生ポ タ サイト⑤ 多文化共生ポータルサイト

政策担当職員向けのサイト

「人」の一生に沿って構成「人」の 生に沿って構成
「生まれる」「育てる」
「学ぶ」 「働く」「暮らす」「学ぶ」 「働く」「暮らす」
「老後を支え合う」
「世代共通」の７分野「世代共通」の７分野

【災害】を「世代共通」に
追加（平成 年度）追加（平成23年度）

新コ ナ 追加予定（H24）新コーナー追加予定（H24）

有識者コラム 各団体の取り組
み情報
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